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平成21年６月定例教育委員会の概要

１ 開催日時 平成２１年６月３０日（火）14時～15時34分

２ 開催場所 ４階会議室

３ 出席者名 教育委員：諸石委員長、大石委員長職務代理者、森委員、楢﨑委員、浦郷教育長

事 務 局：浦郷教育部長、浦川教育総務課長、山口学校教育課長、森文化・学

習課長、田代未来課長、荒川図書館・歴史資料館館長、綿島学校教育

課参事、村山係長

４ 傍聴者数 なし

５ 報道関係者 なし

６ 前回会議録の承認 平成21年5月定例教育委員会会議録【一部修正を承認】

７ 教育長の報告

８ 提出議案 １．第６号議案 公民館長の任命について【議案どおり議決】

２．第７号議案 武雄市教育委員会評価委員会委員の委嘱について

【議案どおり議決】

３．第８号議案 公民館運営審議会委員の委嘱について【議案どおり議決】

４．第９号議案 武雄市図書館・歴史資料館協議会委員の委嘱について

【議案どおり議決】

９ その他 ア．各課等からの報告

イ．次回開催日程について【平成21年7月24日(金)14時～】

ウ．その他 ・武雄市立小中学校施設使用料の統一について経過報告

添付ファイル

定例教育委員会次第、教育長報告、議案、5月定例教育委員会会議録



教 育 委 員 会

１ 開会

２ 議事録署名人の指名

３ 前回会議録の承認

４ 教育長の報告

５ 議事

（１）提出議案

第６号議案 公民館長の任命について

第７号議案 武雄市教育委員会評価委員会委員の委嘱について

第８号議案 公民館運営審議会委員の委嘱について

第９号議案 武雄市図書館・歴史資料館協議会委員の委嘱について

６ その他

ア 各課等からの報告

イ 次回開催日程について

ウ その他

７ 閉会



第６号議案

公民館長の任命について

平成２１年６月３０日の任期満了に伴い、武内公民館運営審議会から適任者として

推薦があった下記の者を公民館長に任命したいので、教育委員会の議決を求める。

記

１．氏名等

公民館名 氏 名 生年月日 住 所

武内公民館
たけうち としひろ

竹内 紀弘
昭和 18 年 2 月 1 日 武内町大字真手野 23551 番地

２．任 期 平成 21 年 7 月 1 日～平成 24 年 6 月 30 日（3年間）

上記の議案を提出する。

平成２１年６月３０日

武雄市教育委員会

教育長 浦 郷 究

(提案理由)
社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２８条の規定に基づき任命するため。



第７号議案

武雄市教育委員会評価委員会委員の委嘱について

武雄市教育委員会評価委員会委員を次の者に委嘱したいので、教育委員会の

議決を求める。

氏 名 撫尾 知信（うつお とものぶ） 昭和 22 年 8 月 12 日生

(佐賀大学文化教育学部教授)

委嘱期間 平成２２年３月３１日まで

上記の議案を提出する。

平成２１年６月３０日

武雄市教育委員会

教 育 長 浦 郷 究

（提案理由）

武雄市教育委員会評価委員会設置要綱の規定に基づき委嘱したいので、教育

委員会の議決を求める。



第８号議案

公民館運営審議会委員の委嘱について

このことについて、下記のとおり提出する。

中央公民館運営審議会委員 （委嘱期間：前任者の残任期間）

氏 名 所属団体･役職名 前任者 委嘱期間

緒方 耕治 若木公民館運営審議会代表 久保 廣之 H21.4.1～Ｈ22.3.31

庭木稜威雄 西川登公民館運営審議会代表 原口 榮 〃

中野 稔 武雄市校長会代表 森山 洋一 〃

若木公民館運営審議会委員 （委嘱期間：前任者の残任期間）
氏 名 所属団体･役職名 前任者 委嘱期間

緒方 耕治 若木町体育協会会長 久保 廣之 H21.4.1～Ｈ22.3.31

中尾 克幸 若木町区長会長 宮﨑 修輔 〃

大庭 弘毅 子どもクラブ育成連絡協議会会長 牟田 勝浩 〃

山口 明海 若木小学校育友会副会長 北川 敏子 〃

久保 真澄 武雄北中学校育友会副会長 原口 裕子 〃

平成２１年６月３０日

武雄市教育委員会
教育長 浦 郷 究

（提案理由）
武雄市公民館設置条例（平成 18 年条例第 98 号）第 4 条の規定に基づき委嘱した

いので、教育委員会の議決を求める。



第９号議案

武雄市図書館・歴史資料館協議会委員の委嘱について

このことについて、下記のとおり提出する。

団 体 名 氏名（新） 氏名（旧） 任 期

武雄市連合ＰＴＡ 松尾信幸 小柳和雄
平成 21 年 4 月 1 日～
平成 22 年 3 月 31 日

任期は前任者の残任期間

平成２１年６月３０日

武雄市教育委員会

教育長 浦 郷 究

（提案理由）

上記の者を武雄市図書館・歴史資料館設置条例（平成 18 年条例第 100 号）第

13 条の規定に基づき武雄市図書館・歴史資料館協議会委員に委嘱したいので、

教育委員会の議決を求める。


